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科
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た
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に
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は
、
そ
の
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請
に
よ
り
、
次
回
及

３

学
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に
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し
た
者
に
対
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て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
次
回
の

び
次
々
回
の
そ
の
合
格
し
た
学
科
試
験
に
係
る
試
験
と
同
一
の
種
類
の
試

そ
の
合
格
し
た
学
科
試
験
に
係
る
試
験
と
同
一
の
種
類
の
試
験
の
学
科
試

験
の
学
科
試
験
を
免
除
す
る
。

験
を
免
除
す
る
。


